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都 道 府 県 

各 指 定 都 市 障害保健福祉主管課 御中 

    中 核 市 

 

                                    厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部企画課 

障害福祉課 

 

「平成 27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ VOL.3（平成 27年５月 19日）」 

の送付について 

 

平素より、障害保健福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 

標記の件につきまして、別添のとおり「平成 27年度障害福祉サービス等報酬改定に関す

るＱ＆Ａ VOL.3（平成 27年５月 19日）」を送付いたします。 

各自治体におかれましては、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関に周知徹底

を図るとともに、その取扱いに当たっては遺漏なきようお願いします。 

 

 

記 

 

（留意点） 

夜間支援等体制加算の算定方法に関するＱ＆Ａ（問３、問４）について 

本年４月より、共同生活援助に係る夜間支援等体制加算について、夜間支援体制の実

態をより適切に評価する観点から、月単位でなく日単位で算定できるよう、また、宿泊

型自立訓練に係る夜間支援等体制加算についても、共同生活援助に係る同加算を踏まえ

見直しを行ったところですが、システム上の請求方法に関して一部疑義が生じているこ

とから、その取扱方法について記載しておりますので、特にご留意願います。 

本内容につきましては、国民健康保険中央会と調整済みであり、国民健康保険中央会

を通じて、各国民健康保険団体連合会に周知する予定ですので御承知おきください。 
 
【送付資料】 

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ VOL.3（平成27年５月19日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（照会先） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課 

（問１、問２） 福祉サービス係 (内線３０９１) 

（問３、問４） 地域移行支援係 (内線３０４５) 
 
TEL：０３－５２５３－１１１１ 



別添 
 

 
 

宿泊型自立訓練及び共同生活援助における夜間支援等体制加算について、日単位で異

なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を請求する場合、簡易入力システム（障害福祉

サービス）においては請求明細書を自動作成後、請求明細書入力画面でサービスコード

を修正することで請求が可能です。 

簡易入力システム（障害福祉サービス）での手順は、以下の通りです。 

 

 

1.事業所情報 
（明細）の登録 

【事業所情報（明細）】画面の宿泊型自立訓練及び共同生活

援助における夜間支援等体制加算に関する算定項目につい

て登録します。 

《夜間支援等体制加算対象利用者数》欄には、複数の夜間

支援対象利用者数の区分のうち、任意に一つの区分を選択

し、登録します。 

 

  

2.実績記録票の 
入力 

【宿泊型自立訓練サービス提供実績記録】画面及び【共同

生活援助サービス提供実績記録（様式１８－１）】画面にお

いて、《夜間支援等体制加算》欄を入力し、登録します。 

※夜間支援等体制加算を算定する全ての日について登録し

ます。 

 

  

3.請求明細書の 
自動作成 

【請求明細書自動作成確認】画面において、手順１．で登

録した夜間支援等体制加算対象利用者数に基づき、手順２．

で登録した回数分、夜間支援等体制加算のサービスコード

が自動作成されます。 

 

  

4.請求明細書の 
修正 

【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二） 明細情

報】画面、または【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様

式第三） 明細情報】画面において、手順３．で自動作成さ

れた夜間支援等体制加算のサービスコードを実際の算定回

数に修正します。また、手順１．で登録した夜間支援対象

利用者数以外の区分での夜間支援等体制加算のサービスコ

ードを追加します。 

 

 



別添 
 

以下の内容を算定する場合について、共同生活援助を例に説明します。 

（宿泊型自立訓練についても同様となります。） 

 

前年度平均利用者数：１０人 

No 日付 夜間支援等体制加算区分 職員数 
夜間支援等体制加算 

対象利用者数 

1 ６日 Ⅰ 夜勤 2 人 5 人 

2 ７日 Ⅰ 夜勤１人 8 人以上 10 人以下 

3 ８日 Ⅱ 宿直１人 8 人以上 10 人以下 

 

 

1. 【事業所情報（明細）】画面の共同生活援助における算定項目について、《変更

年月日》欄が平成 27 年 4 月 1 日以降で《夜間支援等体制加算》欄及び《夜間支

援等体制加算対象利用者数》欄を入力し、登録します。 

《夜間支援等体制加算対象利用者数》欄には、複数の夜間支援対象利用者数の区

分のうち、任意に一つの区分を選択し、登録します。 

ここでは、《夜間支援等体制加算対象利用者数》欄を[5 人]として登録した場合

の例を掲載しています。 

※すでに平成 27 年 4 月 1 日以降の情報を登録済みの場合、この手順は不要です。 

 

【事業所情報（明細）】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《夜間支援等体制加算対象利用者数》欄には、

複数の夜間支援等体制加算対象利用者数の区

分のうち、任意に一つの区分を選択します。 



別添 
 

 

2. 【共同生活援助サービス提供実績記録（様式１８－１）】画面の《夜間支援等体

制加算》欄について、 [１]、または[２]を入力し、登録します。 

 

【共同生活援助サービス提供実績記録（様式１８－１）】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 【事業所情報（明細）】画面での登録内容及び【共同生活援助サービス提供実績

記録（様式１８－１）】画面で入力された内容に基づき、サービスコードが自動

作成されます。 

この例では、夜間支援等体制加算Ⅰ及び夜間支援等体制加算Ⅱについて、【事業

所情報（明細）】画面の《夜間支援等体制加算対象利用者数》欄に登録した[5 人]

に該当するサービスコードが自動作成されます。 

 

【請求明細書自動作成確認】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間支援等体制加算を算定する場合、[１]、または[２]を

入力し、登録します。 

手順１．で登録した《夜間支援等体制加算対象利用者数》欄及び手順 2．で登録し

た《夜間支援等体制加算》欄の入力内容に基づき、夜間支援等体制加算が自動作成

されます。 



別添 
 

 

４．請求明細書入力画面でサービスコードの修正及び追加を行い、登録します。 

・Ｎｏ1.夜間支援等体制加算Ⅰ・夜間支援等体制加算対象利用者数が 5 人のサー

ビスコードの回数を２回から１回に修正する。（６日の算定分） 

・夜間支援等体制加算Ⅰ・夜間支援等体制加算対象利用者数が 8 人以上 10 人以

下のサービスコードを追加する。（７日の算定分） 

・Ｎｏ2. 夜間支援等体制加算Ⅱ・夜間支援等体制加算対象利用者数が 5 人のサー

ビスコードを夜間支援等体制加算Ⅱ・夜間支援等体制加算対象利用者数が 8 人

以上 10 人以下のサービスコードに修正する。（８日の算定分） 

 

No 
請求明細書自動作成時の登録内容 修正及び追加後の登録内容 

サービスコード 回数 サービスコード 回数 

1 夜間支援等体制加算Ⅰ4 2 回 
夜間支援等体制加算Ⅰ4 １回 

夜間支援等体制加算Ⅰ7 １回 

2 夜間支援等体制加算Ⅱ2 1 回 夜間支援等体制加算Ⅱ5 １回 

 

 

【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第三） 明細情報】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※請求明細書入力画面でサービスコードを修正後、再度請求明細書自動作成を行

った場合、修正したサービスコードが元の登録内容に戻ってしまうため、再度

請求明細書入力画面で修正を行ってください。 

 

 

請求明細書自動作成で作成された夜間支援等体制加算のサービスコ

ードについて、日単位の夜間支援等体制加算対象利用者数に応じたサ

ービスコードに修正します。 




